様式１

質問書


令和８年度就農促進動画作成等業務委託について、下記のとおり質問いたします。

記

１　連絡担当者
	[bookmark: __DdeLink__51_1781549536]名称（商号）
	

	所属・職
	

	氏名
	

	電話番号
	

	FAX番号
	

	電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	



２　質問内容
	項目名
	

	［質問内容］



※　質問内容は項目毎に記載すること。

様式２

[bookmark: __DdeLink__51_17815495361]令和　年　　月　　日

新潟県知事　花角　英世　様

住　　　所　
名称（商号）
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　


令和８年度就農促進動画作成等業務公募型プロポーザル参加申込書


標記の業務について、公募型プロポーザルの参加を申込みます。
また、募集要領４に規定する参加資格要件を満たしていることを誓約いたします。







（連絡担当者）
	所属・役職

	


	氏名

	


	電話

	


	FAX

	


	e-mail

	




様式３

会　社　概　要

	会社名

	


	所在地

	


	設立年月日

	


	資本金

	


	従業員数

	


	売上高


	令和　年度（令和　年　月　日～令和　年　月　日）：
令和　年度（令和　年　月　日～令和　年　月　日）：
令和　年度（令和　年　月　日～令和　年　月　日）：

	事業内容


	




【留意事項】
・売上高欄には、直近３ヵ年の売上高を記載すること。
・この用紙以外に、会社パンフレットを提出すること。


【本件の窓口となる担当者名】
	所属・役職

	


	氏名

	


	電話

	


	FAX

	


	e-mail

	





様式４

令和　年　　月　　日

　新潟県知事　花角　英世　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　


令和８年度就農促進動画作成等業務プロポーザル参加申込辞退書

　令和８年　　月　　日付で参加申込を行った標記プロポーザルについて、下記の理由により参加を辞退します。


理由：




















様式５

令和　年   月   日

新潟県知事　花角　英世　様

住所　
名称（商号）
代表者氏名　　　　　　　　　　　　


企画提案書提出届


下記のとおり、企画提案書を提出します。
また、記載内容に虚偽のないことを誓約します。

記

委託業務名：　令和８年度就農促進動画作成等業務
提出資料　：　様式６「企画提案書」のとおり
提出部数　：　８部














様式６

企画提案書

１　事業実施方針


２　実施フロー


３　工程計画


４　事業実施体制


５　提案内容
（１）動画の作成に係る事項



（２）情報発信業務に係る事項



（３）その他





※　上記１～５の順で記載すること。
※　用紙サイズはA4とすること。
※　フォントサイズは10.5ポイント以上とすること。
※　概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真等の使用を認めるが、これら図表等を含め、全体で40頁以内で作成すること。
様式７

類似業務実績等

　　　応募事業者（法人）名　　　　　　　　　　　

	No.
	受託業務名/業務内容
	契約先
	　受託期間
（R〇.〇～
R〇.〇）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※　令和３（2021）年４月１日以降の同種業務（動画作成及び情報発信）における受注実績を３件以内で記載すること。なお、国又は地方公共団体からの受注業務を優先して記載すること。
※　１ページに収まらない場合は、次ページ以降に記載してもよい。




















様式８

令和　年　　月　　日

新潟県知事　花角　英世　様

住所
名称（商号）
代表者職・氏名　　　　　　　


提　案　価　格　書


令和８年度就農促進動画作成等業務について、下記の金額で企画提案します。

提案価格（消費税相当額を含む。）
	
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円






※　金額は算用数字で表示し、頭書に￥の記号を付記すること。
※　内訳明細書（任意様式）を添付すること。
※　提案価格は、業務規模と大きくかけ離れていないか、又は、提案内容に対して不適切でないことを確認するために用いるものとする。











様式９

個人情報取扱特記事項

　（基本的事項）
第１　乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
　（秘密の保持）
第２　乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
　（収集の制限）
第３　乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
　（適正管理）
第４　乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　（利用及び提供の制限）
第５　乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
　（複写又は複製の禁止）
第６　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
　（再委託の禁止）
第７　乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
　（従事者の監督）
第８　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
　（実地調査）
第９　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
　（指示等）
第10　甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
　（事故報告）
第11　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
様式10

情報セキュリティ関連業務特記事項

（基本的事項）
第１　乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
（情報資産の取扱）
第２　乙は、情報資産（複製されたものを含む。以下同じ。）を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第３　乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、甲の許可を受けて、情報を復元できないよう消去を行わなければならない。
（機器等の取扱）
第４　乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。
（従事者への啓発）
第５　乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。
（異常時の報告）
第６　乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
第７　乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
（再委託の禁止）
第８　乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾をした場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
（ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止）
第９　乙は、情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。
（機器構成の無許可変更の禁止）
第10　乙は、情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
（ネットワークへの無許可接続の禁止）
第11　乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
（コンピュータウィルス対策）
第12　乙は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウィルスチェックを行うこと。
(2) 甲が提供するウィルス情報を常に確認すること。
（法令遵守）
第13　乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
　(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）
　(2) 著作権法（昭和45年法律第48号）
　(3) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
（実地調査）
第14　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。





















様式11

暴力団等の排除に関する誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　　月　　日

　新潟県知事　花角　英世　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　


私は、新潟県と令和８年度就農促進動画作成等業務契約を締結し、その債務を履行するに際し、次の事項を誓約します。

１　自社又は自社の役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）は、契約締結から履行が完了するまでの間、次のいずれにも該当することはありません。
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２）暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３）暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）
（４）暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
（５）自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者　
（６）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
（８）（４）から（７）に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者　

２　１の誓約事項に虚偽の内容があった場合又は次に掲げる（１）若しくは（２）に該当する場合には、新潟県に契約の解除権及びこれに伴う損害賠償請求権が生じることを認めます。
（１）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が１の（１）～（７）のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
（２）乙が、１の（１）～（７）のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（２（１）に該当する場合を除く｡)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

